
ロータリー財団 
人道的補助金プログラム 

 

 

世界報告分析による保留措置について 
 

ロータリー財団管理委員会は、補助金の報告義務が守られていないという理由により、

以下の地区の人道的補助金プログラムへの参加を保留とすることを決定いたしました。

この措置は、地区の補助金報告提出率が 90％に達し、地区の提唱する全補助金の報

告書が提出された場合に解除されます。保留が解除されるまで、この措置を受けた地

区あるいはその地区内のクラブが提唱する人道的プロジェクトへの補助金の手続きは

行われません。  
 

地区 保留措置の開始日 

  
 

現在、一時停止されている地区はありません。 
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